
 

 

第 4 回全日本社会人バスケットボール選手権大会 兵庫県予選 

大会要項 

 

1.主 催     一般財団法人 兵庫県バスケットボール協会 

2.主 管     兵庫県社会人バスケットボール連盟 

3.期 日     2021 年 10 月 30 日〜 ※参加チーム数により決定 

4.会 場     兵庫県下 各体育館 

5.競技方法    トーナメント方式 

6.競技規則  「2021 年度公益財団法人日本バスケットボール協会の競技規則」による。 

◎試合時間 

各クォーター10 分、インターバル 2 分、ハーフタイム 10 分とする。 

４Q 終了時点で同点の場合は、5 分の延長を行う。 

 

J B A ユニフォーム規定に準ずる。 

7.組み合わせ   抽選にて決定。※シードについては 2020 年度大会の結果にて決定。 

8.表 彰   第１位、第２位を表彰する。※新型コロナの状況により表彰式を行わない可能性有り。 

9.参加資格   1）公益財団法人 日本バスケットボール協会に所属しているチーム 及び、 

そのチームに所属する選手。 

所属カテゴリー：地域リーグ所属以外の全チーム  

2）ヘッドコーチは JBA E 級コーチライセンス保持者の登録が必要。 

（ブロック大会は HC は D 級以上が必要） 

  F アシスタントコーチ（FAC）の登録必須（E 級以上のライセンスが必要） 

 →兵庫県予選は試合時には必ず E 級以上の保持者が 2 人以上ベンチ入りする事。 

3) 新型コロナ対策感染拡大防止措置を確実に実施・協力できること。 

10.参加人数   選手は最大 16 名までとする。スタッフは 6 名以下とする。 

エントリー   ヘッドコーチ・F アシスタントコーチの登録必須。選手との兼任可能。 

  申し込みまでに出場するチームに Team-JBA 登録された選手。 

11.参 加 申 込    Team-JBA にて参加申し込み。 9/12〜 募集開始 大会番号→ E2001931 

12.参 加 料   18,000円 

13.締切期 日    2021 年 9 月 30 日（木）（Team-JBA 申込） 

14.試合球   試合球は、各チーム持ち寄りにて試合実施。 

株式会社モルテン製の品番Ｂ6・7Ｇ5000 が好ましいが、JBA 公認球の使用も認める。 

 

 



 

 

15. 審判    各チームは帯同審判員を審判委員会に届け、帯同審判員の技術向上に常に努力する。 

T  O    帯同審判員は公認審判ライセンス（E 級以上）を有すること。 

止むを得ず帯同審判員が欠席する場合は、必ずチームで代理の審判員を手配すること。 

チームは開始時刻に競技が出来る様に審判、テーブル・オフィシャルを割当に従い行う。 

審判は定められた服装で行う事。（レフリーシャツ、ライセンスワッペン、黒スラックス

着用のこと。レフリーシャツからはみ出るアンダーウェアは着用不可とする。） 

T Oについては連盟より指定された試合を行う。 

1 試合通じてメンバーの入れ替えがないようにお願い致します。 

 

16.問い合わせ   兵庫県社会人バスケットボール連盟 hyogoshakaijin@yahoo.co.jp 

 

17.その他   ①新型コロナ感染拡大により、大会中止・打ち切りの判断をさせて頂く場合があります。 

        その場合のブロック大会への推薦は打ち切り時点の成績・昨年度の結果をもとに 

決定致します。 

       ②スポーツ保険につきましては、各チームで加入お願い致します。 

        連盟（大会）での加入はしておりません。ご了承願います。 

 

18.新型コロナ対策  連盟の提示する感染拡大防止対策に協力をすること。 

19.棄 権    試合開始予定時刻より 15 分遅れた場合は、棄権とする。 

 

20.懲 戒  ① 次の場合は、参加資格を失う。（ただし、新型コロナ感染・天災等の場合は除く）  

1）審判、テーブル・オフィシャルの義務を 2回怠ったとき。 

       2）新型コロナ感染拡大防止対策に協力を頂けないとき。 

② チームまたは選手は、次の場合連盟理事会で協議し、決定された処分を受ける。 

       1）本大会申し合わせ事項を守らないとき。 

            2）未登録者を参加させたとき。 

        3）スポーツマンらしくない行為をしたとき。 

 

21.制裁金  制裁金は、連盟の会計細則に従って次の通り処理する。 

1)試合の棄権の場合は金 20,000円を徴収する。 

審判・オフィシャルの義務を怠った時は、いずれの場合にも金 10,000円を徴収する。 

2)前もって連盟および相手チームに申し出て、了承を得て棄権した時も制裁金を徴収する。 

棄権の制裁金は、大会会計に繰り入れる。 

3)審判・オフィシャルの制裁金の一部は、代わって審判・オフィシャルを行った関係者に 

交付する。 

4)新型コロナ感染・天災や公務などのやむを得ない事情と連盟が判断した場合は、 

上記の限りではない。 


